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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和４年７月２５日（令和４年（行個）諮問第５１６３号） 

答申日：令和５年３月１６日（令和４年度（行個）答申第５２４２号） 

事件名：特定期間に係る本人に関する記録の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 
 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる文書に記録された保有個人情報（以下「本件請求保有

個人情報」という。）の開示請求に対し，別紙の２に掲げる文書に記録さ

れた保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報１」という。）を特定し，

その一部を不開示とした決定について，諮問庁が別紙の３に掲げる文書に

記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報２」といい，本件

対象保有個人情報１と併せて「本件対象保有個人情報」という。）を追加

して特定し，開示決定等をすべきであるとしていることは，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，千

葉労働局長（以下「処分庁」という。）が，令和４年３月３１日付け千労

発安０３３１第１号により行った一部開示決定（以下「原処分」という。）

について，その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書によると，以下の

とおりである。 

原処分を取り消し，しかるべき処分をなされたい。 

これは，民事法研究会発行「第三版書式行政訴訟の実務」５１頁２０行

目を参考にしている。同書５２頁にあるように，仮に審査請求の理由や原

処分の違法不当事由を補正せよと求められたときは，違法不当の詳細は，

処分庁（原文ママ）から理由説明書の提出を受けてから，意見書で反論し，

具体的に詳述する。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）審査請求人は，開示請求者として，令和４年３月１７日付けで処分庁

に対して，法１２条１項の規定に基づき，本件請求保有個人情報の開示

請求を行った。 

（２）これに対し，処分庁が，本件対象保有個人情報１を特定し，原処分を
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行ったところ，審査請求人は，これを不服として，令和４年４月２３日

付け（同月２６日受付）で本件審査請求を提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

本件審査請求については，別紙の３に掲げる文書に記録された保有個人

情報（本件対象保有個人情報２）を追加して特定した上で，これを新たに

開示するよう原処分を変更し，その余の部分については原処分を維持する

ことが妥当である。 

３ 理由 

（１）本件対象保有個人情報の特定について 

本件請求保有個人情報は，別紙の１に掲げる文書に記録された保有個

人情報である。原処分においては，本件対象保有個人情報１を特定した

が，諮問庁において改めて確認したところ，追加の文書の存在が確認さ

れたため，本件対象保有個人情報２を追加して特定する。 

なお，審査請求人が平成２９年７月３日付けで特定公共職業安定所に

対して提出した「チーム支援同意書」については，開示請求書別紙及び

令和４年特定日付けの求職管理情報（相談状況詳細表示）に記載のとお

り同日に審査請求人に返却しており，本件開示請求は当該返却後に受け

付けたものであるため，本件開示請求時点において，処分庁において保

有していない。 

（２）不開示情報該当性について 

本件対象保有個人情報１には，職業安定業務の遂行のために全国をオ

ンラインで接続して運用しているコンピューターシステム（以下「ハロ

ーワークシステム」という。）を行政機関が利用するための担当者ＩＤ

が含まれている。当該部分には，処理を行った職員の担当者ＩＤが表示

されており，開示することでハローワークシステムに対する不正利用を

容易にし，公共職業安定所における職業相談・職業紹介等の事務処理の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。したがって，当該部分は，法

１４条７号柱書きに該当し，不開示とすることが妥当である。 

（３）「更新履歴」の保有個人情報該当性について 

公共職業安定所においては，ハローワークシステムに，求職者に係る

相談，援助等の履歴や内容等に関して職員間で共有すべき情報を求職管

理情報として，それぞれ電磁的に記録している。本件対象保有個人情報

１は，ハローワークシステムに電磁的に記録されたものである。 

審査請求人は，保有個人情報開示請求書において，本件対象保有個人

情報１の更新履歴を開示するように請求している。更新履歴が存在する

とすれば，「審査請求人に係る求職管理情報（相談状況詳細表示）に関

するセキュリティの確保や業務頻数の取得等の目的で当該システムにお

いて自動的に記録される各種ログ（履歴記録）」（以下「本件各種ログ」
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という。）である。 

本件各種ログは，ハローワークシステムに保存されているそのままの

状態では膨大な文字記録の羅列となっており，記録されている情報が何

を意味するのか判別すること又は特定の情報がどこにあるのかを検索す

ることは困難である。また，行政職員が特定の個人に係る各種ログを検

索するための機能は，システムに実装されていないため，そうした必要

がある場合には，システム運用事業者に依頼し，必要な情報を抽出する

などの作業を行うこととなる。 

法における保有個人情報とは，法２条５項により，行政機関の保有す

る情報の公開に関する法律（以下「情報公開法」という。）２条２項に

規定する行政文書に記録されているものに限るとされている。そして，

情報公開法２条２項は，「「行政文書」とは，行政機関の職員が職務上

作成し，又は取得した文書，図画及び電磁的記録（電子的方式，磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた

記録をいう。）であって，当該行政機関の職員が組織的に用いるものと

して，当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定しているが，

同法は，通常の設備や技術ではその情報内容を直接認識することができ

ないような方式で作成される電磁的記録についてまで，その実質的な情

報内容の開示のためにあらゆる措置を講ずべき義務を行政機関に課して

いるとは解し難い。このような観点からすれば，情報公開法２条２項の

電磁的記録とは，それを保有する行政機関において，通常の設備，技術

等により，その情報内容を一般人の知覚により認識できる形で提示する

ことが可能なものに限られると解するのが相当である。（同旨。情報公

開・個人情報保護審査会平成２８年度（行個）答申第１９５号。） 

したがって，本件各種ログは，情報公開法２条２項に規定する行政文

書に該当しないことから，本件各種ログに記録された情報は，法２条５

項に規定する保有個人情報とは認められない。 

以上のことから，本件各種ログの保有の有無にかかわらず，本件各種

ログを本件対象保有個人情報として特定しないことは相当である。 

（４）マイナンバーにかかる審査請求人の情報の保有の有無について 

審査請求人は，本件開示請求書の別紙において，「マイナンバーにか

かる審査請求人の情報で千葉労働局が保有するものすべて」を開示する

ように請求している。 

本件審査請求を受けて，処分庁に確認したところ，当該情報について

は，事務処理上作成・取得した事実はなく，実際に保有していないとの

ことであった。 

これに対して，審査請求人は，審査請求書において，処分庁が当該情

報を保有している具体的な根拠や，それを裏付ける又はうかがわせる事
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情を示していない。 

そうすると，審査請求人の主張によっても，上記処分庁の説明に不自

然，不合理であると認める事情はなく，その他これを覆すに足りる特段

の事情も認められない。 

以上のことから，「マイナンバーにかかる審査請求人の情報」につい

ては，処分庁において保有していると認めることはできず，文書不存在

により不開示とすることが妥当である。 

４ 結論 

以上のとおり，本件審査請求については，本件対象保有個人情報２を追

加して特定し，これを新たに開示するよう原処分を変更し，その余の部分

については原処分を維持することが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和４年７月２５日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年８月１日     審議 

④ 令和５年２月２７日  本件対象保有個人情報の見分及び審議 

⑤ 同年３月９日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

処分庁は，本件請求保有個人情報について，本件対象保有個人情報１を

特定し，その一部を法１４条７号柱書きに該当するとして不開示とする原

処分を行ったところ，審査請求人は，原処分の取消しを求めている。 

これに対し，諮問庁は，本件対象保有個人情報２を追加して特定し，開

示決定等をすべきであるが，その余の部分については，原処分を維持する

ことが妥当であるとしていることから，以下，本件対象保有個人情報を見

分した結果を踏まえ，本件対象保有個人情報の特定の妥当性及び不開示部

分の不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象保有個人情報の特定の妥当性について 

（１）諮問庁は，処分庁において，本件対象保有個人情報の外に本件請求保

有個人情報に該当する保有個人情報を保有していないとする。 

（２）本件対象保有個人情報１の特定の妥当性について 

ア 本件対象保有個人情報１の特定の妥当性について，理由説明書の記

載（上記第３の３（１）及び（３））及び当審査会事務局職員をして

詳細な説明を求めさせたところによると，諮問庁は，おおむね以下の

とおり説明する。 

（ア）本件対象保有個人情報１として特定した保有個人情報は，審査請

求人に係る複数枚の求職管理情報（相談状況詳細表示）である。 
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（イ）求職管理情報（相談状況詳細表示）とは，ハローワークにおいて

求職者の職業紹介や職業相談を実施するために使用するシステムの

一つであり，その画面には，「基本情報」（求職番号及び求職者

名），「相談情報」（相談年月日，担当者等）及び相談内容等を入

力する「コメント情報」（コメント，最終更新日時，最終更新者Ｉ

Ｄ及び最終更新者名）の各欄が設けられている。本件対象保有個人

情報１には，審査請求人の相談内容が記録されている。 

（ウ）また，審査請求人が開示を求める「更新履歴」については，以下

のとおりである。 

ａ 求職管理情報（相談状況詳細表示）の「コメント情報」欄は，

入力内容の登録後に修正・更新ができるようになっているが，修

正・更新の処理後は常に最新（修正・更新後）の内容が表示され

るのみであり，修正・更新の履歴が表示されることはない。 

このため，「最終更新」の以前に，「どこをどうだれが更新し

たか」という情報（更新履歴）については，通常の設備で見たり

知ったりすることはできない。 

その理由の詳細については，下記ｂに掲げるとおりである。 

ｂ 「更新履歴」の保有個人情報該当性について 

（ａ）公共職業安定所においては，ハローワークシステムに，求職

者に係る相談，援助等の履歴や内容等に関して職員間で共有す

べき情報を求職管理情報として，それぞれ電磁的に記録してい

る。「求職管理情報」は，ハローワークシステムに電磁的に記

録されたものである。 

（ｂ）審査請求人が開示を求める「更新履歴」は，これが存在する

とすれば，本件各種ログである。 

（ｃ）本件各種ログは，ハローワークシステムに保存されているそ

のままの状態では膨大な文字記録の羅列となっており，記録さ

れている情報が何を意味するのか判別すること又は特定の情報

がどこにあるのかを検索することは困難である。また，行政職

員が特定の個人に係る各種ログを検索するための機能は，シス

テムに実装されていないため，そうした必要がある場合には，

システム運用事業者に依頼し，必要な情報を抽出するなどの作

業を行うこととなる。 

また，本件各種ログは，システム内で一定期間保存されるも

のであるが，当該期間が経過すると自動的に削除される。 

（ｄ）法における保有個人情報とは，法２条５項により，情報公開

法２条２項に規定する行政文書に記録されているものに限ると

されている。 
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そして，情報公開法２条２項は，「「行政文書」とは，行政

機関の職員が職務上作成し，又は取得した文書，図画及び電磁

的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られた記録をいう。）であって，

当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして，当該行政機

関が保有しているものをいう。」と規定しているが，情報公開

法は，通常の設備や技術ではその情報内容を直接認識すること

ができないような方式で作成される電磁的記録についてまで，

その実質的な情報内容の開示のためにあらゆる措置を講ずべき

義務を行政機関に課しているとは解し難い。 

このような観点からすれば，情報公開法２条２項の電磁的記

録とは，それを保有する行政機関において，通常の設備，技術

等により，その情報内容を一般人の知覚により認識できる形で

提示することが可能なものに限られると解するのが相当である

（同旨。情報公開・個人情報保護審査会 平成２８年度（行個）

答申第１９５号）。 

（ｅ）したがって，本件各種ログは，情報公開法２条２項に規定す

る行政文書に該当しないことから，本件各種ログに記録された

情報は，法２条５項に規定する保有個人情報とは認められない。 

（ｆ）以上のことから，本件各種ログについては，その保有の有無

にかかわらず，本件対象保有個人情報１として特定しなかった

ことは妥当であると考える。 

イ 当審査会において本件対象保有個人情報１を見分したところ，本件

対象保有個人情報１は，求職管理情報（相談状況詳細表示）として審

査請求人に係る相談内容が記録されているものと認められる。 

また，本件対象保有個人情報１は，平成２７年から令和４年特定日

までのものである。本件開示請求文言では，２０１４年（平成２６年）

特定月からのものとされているが，当審査会事務局職員をして諮問庁

に確認を求めさせたところによると，処分庁において改めて確認した

が，審査請求人が２０１４年にハローワークに相談に来た記録（求職

管理情報）はないとのことである。このため，本件対象保有個人情報

１に係る期間は，妥当であると認められる。 

さらに，情報公開法２条２項の電磁的記録とは，それを保有する行

政機関において，通常の設備，技術等により，その情報内容を一般人

の知覚により認識できる形で提示することが可能なものに限られると

解するのが相当であるとする上記ア（ウ）ｂ（ｄ）の諮問庁の説明は

是認できる。 

ウ したがって，本件対象保有個人情報１を特定したことは，妥当であ
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ると認められる。 

（３）本件対象保有個人情報２の特定の妥当性について 

ア 当審査会において，諮問庁から提示を受けた本件対象保有個人情報

２を確認したところ，本件対象保有個人情報２は，審査請求人がハロ

ーワークに提出した書類，審査請求人の主治医の意見書及び審査請求

人が保有する手帳の写しであり，いずれも審査請求人を本人とする保

有個人情報であって，２０１４年特定月から２０２２年特定日までの

間に作成又は更新されたものであると認められる。 

イ したがって，諮問庁が，本件対象保有個人情報２を追加して特定す

るとしていることは妥当であると認められる。 

（４）「マイナンバーにかかる審査請求人の情報で千葉労働局が保有するも

のすべて」（以下，（４）において「当該情報」という。）の保有の有

無について 

ア 理由説明書の記載（上記第３の３（４））及び当審査会事務局職員

をして詳細な説明を求めさせたところによると，諮問庁は，当該情報

の保有の有無について，おおむね以下のとおり説明する。 

（ア）障害者の職業紹介に関する事務等において，障害者であることの

確認の方法は，「障害者職業紹介業務取扱要領」（厚生労働省職業

安定局。以下「要領」という。）に基づき，障害者手帳等により行

うものとされ，これをマイナンバーの提出により代えることも可能

とされている。 

処分庁に確認したところ，審査請求人については，障害者手帳に

より確認が行われており，マイナンバーは提出されていないとのこ

とである。 

（イ）また，処分庁に確認したところ，審査請求人の雇用保険の被保険

者状況等を含めて確認したが，ハローワークシステムには，同人の

マイナンバーの登録は確認されず，また，同人のマイナンバーが記

載された文書の保有も確認されなかったとのことである。 

さらに，当審査会事務局職員の要請により，処分庁に再度の確認

をしたが，審査請求人のマイナンバーの保有は確認されなかったと

のことである。 

（ウ）以上のことから，処分庁において当該情報を保有していない。 

イ 当審査会において，諮問庁から，要領の提示を受けて，確認したと

ころ，障害者であることの確認の方法については，上記ア（ア）に掲

げるとおりであることが認められ，処分庁において，当該情報を保有

していないとする上記ア（ウ）の諮問庁の説明は，不自然，不合理で

あるとは認められず，これを覆すに足りる特段の事情も認められない。 

ウ したがって，千葉労働局において，当該情報を保有しているとは認
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められない。 

（５）上記（２）ウ，（３）イ及び（４）ウから，処分庁において，本件対

象保有個人情報の外に本件請求保有個人情報に該当する保有個人情報を

保有していないとする上記（１）の諮問庁の説明は，不自然，不合理で

あるとは認められず，これを覆すに足りる特段の事情も認められない。 

（６）したがって，千葉労働局において，本件対象保有個人情報の外に本件

請求保有個人情報に該当する保有個人情報を保有しているとは認められ

ない。 

３ 不開示情報該当性について 

原処分において不開示とされた部分は，本件対象保有個人情報１のうち，

「求職管理情報」の「最終更新者ＩＤ」欄である。同欄には，処理を行っ

た職員の担当者ＩＤが表示されているものと認められる。 

当該部分は，これを開示することでハローワークシステムに対する不正

利用を容易にし，公共職業安定所における職業相談・職業紹介等の事務処

理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨の諮問庁の説明（上記第３

の３（２））は是認できる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求保有個人情報の開示請求に対し，本件対象保

有個人情報１を特定し，その一部を法１４条７号柱書きに該当するとして

不開示とした決定について，諮問庁が本件対象保有個人情報２を追加して

特定し，開示決定等をすべきとしていることについては，千葉労働局にお

いて，本件対象保有個人情報の外に開示請求の対象として特定すべき保有

個人情報を保有しているとは認められないので，本件対象保有個人情報２

を追加して特定し，開示決定等をすべきとしていることは妥当であり，本

件対象保有個人情報１につき不開示とされた部分は，同号柱書きに該当す

ると認められるので，不開示としたことは妥当であると判断した。 

（第３部会） 

委員 長屋 聡，委員 久末弥生，委員 葭葉裕子
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別紙 
 
１ 千葉労働局，特定ハローワークが保有する審査請求人に関する記録，情報

のすべて。更新履歴も含む。詳しくは別紙（下記の審査会事務局注）。２０

１４年特定月から２０２２年特定日までのものすべて。 
マイナンバーにかかる審査請求人の情報で千葉労働局が保有するものすべ

て 
（審査会事務局注）上記の第２段落は，開示請求書の別紙中の記載である。 

 

２ 求職管理情報（相談状況詳細表示） 

 

３ 諮問庁が追加して特定するとしている文書 

（１）助成金対象（外）求職者としての同意確認書 

（２）主治医意見書（写） 

（３）特定障害者手帳（写） 


